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広島県内の事故ゼロを目指して！ 
「国道２号の交通事故対策を実施します！」 

 
国土交通省福山河川国道事務所では、平成２２年１２月に「広島県内

の事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）」の代表箇所を公表し
、地域の皆様の御協力を頂きながら交通事故対策を進めているところで
す。     

平成２３年度には、公表した福山河川国道事務所管内９区間（福山市
内６区間、三原市内３区間）について平成２３年１０月７日～１１月９
日に掛けて国土交通省、警察、広島県、福山市、三原市、周辺町内会等
と現地検討会を行いました。 

現地検討会の全９区間について、頂いた意見を参考にし、平成２４年
１月２３日（月）～平成２４年２月４日（土）にかけて交通事故対策を
実施します。 

工事規制が伴いますので、道路をご利用の皆様には、大変ご迷
惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

問い合わせ先 

国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所  

        （技）副所長      藤原
ふじわら

 光雄
み つ お

（内線205） 

【担  当】 道路管理第二課長    鳥山
とりやま

 義則
よしのり

（内線441） 

             TEL 084-923-2553（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ道路管理第二課） 

TEL 084-923-2620（代表） FAX 084-923-2517 

            ホームページhttp://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/ 

 

【広報担当窓口】調査設計第二課長  荒木
あ ら き

 勲
いさお

 TEL 084-923-2620（代表） 
 

広島県三原警察署  交通課長   村上
むらかみ

 友
とも

康
やす

 TEL 0848-67-0110（代表） 

三原市役所   土木管理課長   古地
こ ち

 昌彦
まさひこ

 TEL 0848-67-6095 

幹線道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル 緊急通報♯９９１０へ 

 

 

福山市市政記者ｸﾗﾌﾞ

尾道記者ｸﾗﾌﾞ 

三原記者ｸﾗﾌﾞ 

福福山山河河川川国国道道事事務務所所  お知らせ 



 

 

【実施場所・日時】 

実  施  場  所 実 施 日（予定） 時  間 

【福山市内 ６区間】 

大門町野々浜交差点 

明神町交差点 

御船町交番前交差点 

紅葉町交差点 

本庄町西交差点 

神島橋西詰交差点 

【三原市内 ３区間】 

三原市木原町 

東城分かれ交差点 

本郷バイパス西交差点 

平成２４年１月２３日（月）

～平成２４年２月４日（土） 

迄の日曜日の夜間を除く 

２２：００ 

～６：００ 

※  天候等により、実施期間が変更になる場合が有ります。  

※  工事規制が伴いますので、道路をご 利用の皆様には、大変ご迷惑 を

おかけ致しますが、ご理解とご協力をお願いします。  

 

【対策内容】 

追突事故の注意喚起として路面標示（減速マーク、ゼブラゾーン等）、視線誘

導及びはみ出し防止として自発光鋲・反射板・視線誘導標等を設置します。 

 

【現地点検状況写真】 

   
               

 

【事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）とは？】 

 交通事故が発生している区間、近年重大事故が発生した区間等、危険な箇所を

交通事故データや地域の声を基に「事故危険区間」として選定し、道路利用者に

も交通事故が起こりやすい危険な箇所との認識を持って頂きながら、計画的に交

通安全施策に取り組んで行くものです。 

対策にあたっては、地域の皆様・警察・関係機関等の意見を聞き、利用実態に反

映した効果的な事故対策を行うように進めていきます。 

明神町交差点 東城分かれ交差点 
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一般国道2号・大門町野々浜交差点（221.800k）　S=1:500
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221K700

追突注意の路面標示の追加

追突注意の路面標示の追加

直進誘導標示の追加

右折導流標示の追加

事故対策図

通行区分矢印（破線）の追加

ゼブラ標示の追加

路面標示の復旧

実施主体：警察

直進誘導標示の追加

既設通行区分矢印の修正（実線→破線）

ゼブラ標示の変更

直進誘導標示の追加

車両通行帯境界線の復旧

実施主体：福山市
方向路面標示の追加

実施主体：警察

左折導流標示の追加

※実施主体の明記のないものは国土交通省が実施します。
※実施主体が警察のものについては施工時期は未定です。
※実施主体が福山市のものについては国土交通省と同時期に実施します。
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一般国道2号・明神町交差点（227.191k）　S=1:700

隅切り半径縮小

ゼブラ標示の設置
隅切り半径縮小

ゼブラ標示

隅切り半径縮小

ゼブラ標示の設置

右折導流標示の追加

227K300

追突注意の路面標示の追加

追突注意の路面標示の追加

事故対策図

自発光鋲(5mピッチ)L=40m

※市道境界までライン設置

自発光鋲の復旧

直進誘導標示の追加

ゼブラ標示の設置
ゼブラ標示の設置

ゼブラ標示の設置
方向路面標示の追加

実施主体：警察

※実施主体の明記のないものは国土交通省が実施します。
※実施主体が警察のものについては施工時期は未定です。
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230K100

一般国道2号・御船町1丁目交差点（229.893k）　S=1:1000

事故対策図

減速路面標示の設置(滞留長区間)　Ｌ＝30ｍ

追突注意の路面標示の追加

追突注意の路面標示の追加

隅切り半径縮小

ゼブラ標示＋ポストコーン(2mピッチ)

追突注意の路面標示の追加

止

止
止スリース 仕仕

F
CAB

スリース

E座床支1

止
止

AL21

AR20

AL20

AL19

AR19

AL18

AR18

AL17

AR17

AL16

AR16

AL15

止

止

止

仕

雨

仕仕

CAB

Eハナゾノカン43M5

230K0

止 止 止 止

止
止

仕仕

仕

仕

仕

仕

G

量

E松浜幹32

止

止

F

止
スリース

230K0

AR30
AR23

AL22

F

止 止

地中新橋16

スリース

スリース

230K0

路面標示の復旧

一般国道2号・御船町交番前交差点（230.066k）　S=1:1000

事故対策図

方向指示標示の消去

方向指示標示の追加

追突注意の路面標示の追加

ゼブラ標示の一部消去

右折導流標示の復旧

自転車横断帯カラー舗装の設置

実施主体：警察

ゼブラ標示＋ポストコーン(2mピッチ)

隅切り半径縮小

ゼブラ標示の追加

H=650

H=650

方向標示の消去

※実施主体の明記のないものは国土交通省が実施します。
※実施主体が警察のものについては施工時期は未定です。
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一般国道2号・紅葉町交差点（230.800k）　S=1:500

7-9

追突注意の路面標示の追加

追突注意の路面標示の追加

事故対策図

路面標示の復旧

方向指示標示の追加
追突注意の路面標示の追加

既設矢印（破線）の消去
実施主体：警察

右折導流標示の復旧

マ

※実施主体の明記のないものは国土交通省が実施します。
※実施主体が警察のものについては施工時期は未定です。



下

一般国道2号・本庄町西交差点（231.860k）　S=1:700

追突注意の路面標示の追加

路面標示の復旧

右折導流標示の復旧

右折導流標示の復旧 追突注意の路面標示の追加

事故対策図

矢印（破線）の追加

歩車道境界ブロック設置
2個（L=1.2m)

ゼブラ標示の設置

Ｃ

実施主体：警察

パトライトの設置

停止線の追加

停止線の追加

※実施主体の明記のないものは国土交通省が実施します。
※実施主体が警察のものについては施工時期は未定です。
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一般国道2号・神島橋西詰交差点（232.487k）　S=1:1000
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事故対策図

追突注意の路面標示の追加

右折導流標示の復旧

ガードレールに反射板設置

減速路面標示の設置　

縁石 部に 自発 光鋲 設 置（ 5 m ピ
ッチ  L =

5 0 m
)

縁石部に自発光鋲設置（2mピッチL=12m）
ガードレールに視線誘導反射板設置　L=120m

直進誘導標示の復旧

ゼブラ標示の復旧

方向路面標示の復旧

実施主体：警察

方向路面標示の復旧

実施主体：警察

※実施主体の明記のないものは国土交通省が実施します。
※実施主体が警察のものについては施工時期は未定です。
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一般国道2号・三原市木原町（254.388k～255.465k）　S=1:1000

254K400

事故対策図

追突注意の路面標示の追加

合流注意の路面標示の追加

規制標識の設置（車両進入禁止）

実施主体：警察（三原署）

規制標識の設置（指定方向外進行禁止）
実施主体：警察（三原署）

方向路面標示の消去

方向路面標示の設置

ゼブラ標示の設置

方向路面標示の設置

※実施主体の明記のないものは国土交通省が実施します。
※実施主体が警察のものについては施工時期は未定です。
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一般国道2号・東城分れ交差点（263.632k）　S=1:1000
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事故対策図

カーブミラーの設置

雑木の撤去

実施主体：三原市

埋込み式自発光鋲の追加(2mピッチ)

自発光鋲の設置(2mピッチ)

R=18

R=15

ゼブラ標示の設置
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※実施主体の明記のないものは国土交通省が実施します。
※実施主体が警察のものについては施工時期は未定です。
※実施主体が三原市のものについては国土交通省と同時期に実施します。
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一般国道2号・本郷BP西交差点（275.068k）　S=1:1000

減速路面標示の設置Ｌ＝30ｍ

追突注意の路面標示の追加

減速路面標示の設置Ｌ＝30ｍ

追突注意の路面標示の追加

事故対策図

直進誘導標示の追加

直進誘導標示の追加

直進誘導標示の追加

直進誘導標示の追加

ゼブラ標示の設置

ゼブラ標示の設置

※実施主体の明記のないものは国土交通省が実施します。
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